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○北広島市住民集会所備品整備費補助規則 

昭和 50 年 12 月 26 日 

規則第 29 号 

(目的) 

第 1 条 この規則は、住民集会所を維持管理する団体に対し、この規則の定めるところによ

り、備品整備費補助金を交付することを目的とする。 

(補助対象団体) 

第 2 条 補助対象団体は、自治会、町内会、その他市長が必要と認める団体とする。 

(補助金額) 

第 3 条 住民集会所建築の当該年度における補助金の額は、別表第 1 に定める額とする。た

だし、備品整備に要する費用が補助金額に満たない場合は、その額とする。 

2 住民集会所建築の次年度以降における補助金の額は、別表第 2に定める備品について補助

基準額(当該備品の整備費が補助基準額に満たない場合は、その額とする。)の 2分の 1の

額とする。 

3 前 2 項の補助金の額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

(補助金の交付申請) 

第 4 条 補助金の交付を受けようとする者は、住民集会所備品整備費補助金交付申請書(別記

第 1号様式)を市長に提出しなければならない。 

(補助金の交付決定) 

第 5 条 市長は、前条の申請の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべ

きものと認めたときは、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定をしたときは、この旨を住民集会所備品整備

費交付決定通知書(別記第 2号様式)により通知する。 

(収支決算書の提出) 

第 6 条 補助金の交付を受けた者は、住民集会所備品整備費収支決算書(別記第 3号様式)を

市長に提出しなければならない。 

(補助金交付決定の取消し及び返還) 

第 7 条 市長は、補助決定の通知を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、補助の決

定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 補助を受けることについて不正な行為があった場合 

(2) その他補助することが不適当と認められる事実があった場合 

(委任) 

第 8 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和 50 年度分補助金から適用する。 

2 広島町農業振興奨励事業補助規則(昭和 46 年広島町規則第 20 号)の補助対象団体は除く。 

附 則(昭和 52 年規則第 5号) 

1 この規則は、昭和 52 年 4 月 1 日から施行する。 

2 広島町農林地域社会環境施設整備対策補助規則(昭和 44 年広島町規則第 6 号)は、廃止す

る。 

附 則(平成元年規則第 13 号) 

1 この規則は、平成元年 11 月 1 日から施行する。 
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2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による許可書等は、

この規則による改正後の様式による許可書等とみなす。 

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成した用紙は、なお当

分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則(平成 10 年規則第 10 号) 

この規則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 13 年規則第 9号) 

この規則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 16 年規則第 11 号) 

この規則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

別表第 1(第 3 条関係) 

建築面積 補助金額 

100 平方メートル以内 25 万円 

140 平方メートル以内 35 万円 

170 平方メートル以内 40 万円 

別表第 2(第 3 条関係) 

品名 補助基準額(1 品目につき)

会議用テーブル 47,000 円

イス 5,700 円

座卓テーブル 17,000 円

ガス湯沸器 77,000 円

ガスコンロ 13,400 円

ストーブ 155,000 円

物置 218,000 円

網戸 8,000 円

灯油用ホームタンク 63,100 円

電気パネルヒーター(凍結防止用) 57,100 円

ブラインド 25,000 円

イス収納台車 55,700 円

カーテン(防炎製品) 15,000 円

カーペット(防炎製品) 121,500 円

冷凍冷蔵庫 106,300 円
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○北広島市公益活動事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、公益活動団体が行う事業に対して補助金を交付することにより、公益

活動の活性化を図り、自立的な発展を促すことを目的とする。 

（定義） 

第 2条 この要綱において「公益活動団体」とは、北広島市市民協働推進会議設置条例(平成 

20 年北広島市条例第 28 号。以下「協働推進会議条例」という。)第 2条第 1項に規定する

ものをいう。 

（補助対象団体） 

第 3条 この要綱による補助を受けることができる団体（以下「補助対象団体」という。）は、

別表に掲げる活動を行う公益活動団体であって、次の各号のいずれの要件にも該当するも

のとする。 

(1) 市内に所在し、主として市内で活動を行っていること。 

(2) 市その他の行政機関が団体の事務局に参加していないこと。 

(3) 団体の構成員が 5人以上であること。 

（補助対象事業） 

第 4条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表に掲げる活動に関

する事業であって、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。 

(1) 補助対象団体が自らその事業を行うこと。 

(2) 市内全域を対象に行われる事業で特定の地域のみを対象としないこと。 

(3) 会員相互の共益及び親睦のみの活動でないこと。 

(4) 補助対象事業について、国、道又は市が交付する同種の補助金を受けていないこと、

又は当該補助金の交付対象でないこと。 

(5) 政治活動、宗教活動及び営利を目的としていないこと。 

2 前項の規定による補助対象事業は、年度内において 1団体、1 事業とする。 

（補助対象経費） 

第 5条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に直接要

する経費で次に掲げるもの以外の経費とする。 

(1) 団体の構成員に対する人件費 

(2) 団体の構成員による会合等の飲食費及び交際費 

(3) 団体の事務所等を維持するための経費 

(4) 団体の経常的な活動に要する経費 

(5) その他市長が適当でないと認める経費 

（補助金の額等） 

第 6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 初動支援コース  補助対象経費の 2 分の 1以内の額（その額が 10 万円を超えると

きは、10 万円）とする。 

(2) 自主事業支援コース  補助対象経費の 2 分の 1 以内の額（その額が 50 万円を超え

るときは、50 万円）とする。 

2 第1項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付等） 
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第 7 条 補助金の交付、決定等に関しては、北広島市補助金等交付規則(昭和 61 年広島町規

則第 10 号)の規定するところによる。 

（委任） 

第 8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民部長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

 

別表（第 3条、第 4 条関係） 

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

2 社会教育の推進を図る活動 

3 まちづくりの推進を図る活動 

4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

5 環境の保全を図る活動 

6 災害救援活動 

7 地域安全活動 

8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

9 国際協力活動 

10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

11 子どもの健全育成を図る活動 

12 情報化社会の発展を図る活動 

13 科学技術の振興を図る活動 

14 経済活動の活性化を図る活動 

15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

16 消費者の保護を図る活動 

17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する助言その他の援助活動 
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○北広島市公益活動事業補助金交付事務要領 

 

（趣旨） 

第 1条 この要領は、北広島市公益活動事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に規定

する補助金に関して必要な事項を定めるものとする。 

（交付申請） 

第 2条 補助金の交付を申請しようとする団体（以下「申請団体」という。）は、次の各号に

掲げる書類を、市長に提出するものとする。 

 (1) 公益活動事業補助金交付申請書（別記第 1号様式） 

 (2) 事業計画書         （別記第 2号様式）  

 (3) 事業収支予算書       （別記第 3号様式） 

 (4) 団体の概要書（別記第 4 号様式） 

 (5) 団体の定款、規約又は会則等   

 (6) 役員及び会員名簿（別記第 5 号様式）       

 (7) 前年度の活動報告書及び収支決算書  

 (8) その他参考となる資料 

2 第 1 項の申請期間は、14 日以上設けるものとする。 

3 団体が申請できる事業内容は、次に掲げるコースの区分に応じ、当該各号に定める事業と

する。 

(1) 初動支援コース 

 これから公益活動に取り組もうとしている団体（設立後 5 年以内）が行う事業（1 団

体 2回まで申請可能とする。） 

 (2) 自主事業支援コース 

 公益活動を 1 年以上継続して行っている団体が行う事業（過去に当コースでの補助金

の交付を受けた団体であっても全く異なる事業であれば申請することができる。ただ

し同一事業 2 回の申請を限度とする。） 

（補助対象事業の決定等） 

第 3 条 市長は、前条第 1 項の規定による補助金の交付申請を受けたときは、北広島市市民

協働推進会議設置条例（平成 20 年条例第 28 号。以下「協働推進会議条例」という。）第 1

条に規定する北広島市市民協働推進会議（以下「協働推進会議」という。）に補助対象事業

として公益性、必要性、効果性等の有無について諮問するとともに、市民に地域社会の課

題について共有する機会の提供を行うために、申請団体による公開のプレゼンテーション

（以下「公開プレゼンテーション」という。）を開催するものとする。 

2 協働推進会議は、前条第 1項の規定により提出された書類及び前項の規定により実施され

た公開プレゼンテーションの内容に基づき諮問内容について審査し、その結果を市長に答

申するものとする。 

3 市長は、協働推進会議の答申を受け、補助対象事業の決定をしたときは、公益活動事業補

助金交付決定通知書（別記第 6 号様式）又は公益活動事業補助金不交付決定通知書（別記

第 7号様式）により申請団体に通知するものとする。 

（補助金の概算払い） 

第 4 条 北広島市補助金等交付規則（昭和 61 年広島町規則第 10 号。以下「交付規則」とい

う。）第 14 条の規定による概算払いを希望する団体は、公益活動事業補助金概算払請求書

（別記第 8号様式）を市長に提出するものとする。 
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（決定の変更等） 

第 5 条 交付規則第 8 条に規定による決定の変更等があるときは、公益活動事業補助金交付

決定事業変更申請書（別記第 9 号様式）を市長に提出するものとする。 

2 市長は、交付決定額を変更したときは、公益活動事業補助金交付決定事業変更通知書（別

記第 10 号様式）により交付決定団体に通知するものとする。 

（実績報告） 

第 6条 交付規則第 11 条の規定による実績報告は、次の各号に掲げる書類を、市長に提出す

るものとする。 

(1) 公益活動事業補助金実績報告書（別記第 11 号様式） 

(2)  事業収支決算書       （別記第 12 号様式） 

(3)  領収書等（原本と写し） 

(4)  その他市長が必要と認める書類      

（補助金の額の確定） 

第 7条 交付規則第 12 条の規定による補助金の額が確定したときは、公益活動事業補助金交

付確定通知書（別記第 13 号様式）により、当該補助事業者に通知するものとする。 

2 前項の確定通知を受けた補助事業者は、公益活動事業補助金交付請求書（別記第 14 号様

式）により当該補助金の請求を行うものとする。 

（事業評価） 

第 8 条 市長は、第 6 条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、協働推進会議条例

第 3条第 1号の規定により当該事業の評価について、協働推進会議に諮るものとする。 

2 市長は、前項の評価のために補助事業実施の翌年度に補助事業者による公開の事業報告

会を開催するものとする。 

3 協働推進会議は、第 6条の規定により提出された書類及び前項の規定により実施された事

業報告会の内容に基づき事業評価を行い、その結果を市長に答申するものとする。 

（所管） 

第 9条 この要領に係る補助金交付事務は、市民部市民協働推進課が所管するものとする。 

附 則 

この要領は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 
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○北広島市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱  

 

(目的)  

第1条 この要綱は、住宅用太陽光発電システム（以下「発電システム」という）を設置する

者に対してその費用の一部を補助することにより発電システムの導入を促進し、もって地

球温暖化の防止に寄与することを目的とする。  

(補助対象者)  

第2条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を

有し、又は、住所を有する見込みの者（第9条の設置完了報告書提出時までに本市に住所を

有する予定の者）であって次の各号のいずれにも該当するものとする。  

(1) 国の「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」の交付を受ける者  

(2) 次のア又はイのいずれかに該当する者  

ア 自ら居住し、又は、居住しようとする市内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下「住

宅」という。)に新たに発電システムを設置する予定の者  

イ 自ら居住するため、新たに発電システムが設置された住宅を購入する予定の者  

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金を受けることがで

きない。  

(1) 住宅を借りている者で建物の所有者の承諾が得られないもの  

(2) 市町村税を滞納している者  

(補助対象経費)  

第3条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1

に掲げる費用とする。  

(補助金の額)  

第4条 補助金の額は、1キロワット当たり50,000円に発電システムを構成する太陽電池の 大

出力を乗じて得た額とする。ただし、その額が150,000円を超えるときは、150,000円とす

る。  

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとする。  

(申請)  

第5条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、第2 条第1

項第2号アに該当する者にあっては発電システムを設置する前に、同号イに該当する者にあ

っては住宅の引渡し前に補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申 請書」という。）に

別表第2の書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

(交付決定）  

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、受理した日から10日以内に審査を行うもの

とする。  

2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書（別記第2号様式）によ

り申請者にその旨を通知する。  

3 市長は、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことができる。  

(変更の承認）  

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の通知を受けた

後、次の各号のいずれかに該当する項目に変更があるときは、変更承認申請書(別記第3号

様式)を市長に提出し、その承認を得なければならない。  
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(1) 補助金交付申請書に記載した発電システムの太陽電池の 大出力を変更するとき。  

(2) その他市長が必要と認めるとき。  

(中止の承認）  

第8条 補助事業者は、第6条の通知を受けた後、発電システムの設置又は発電システムの設置

された住宅の購入を中止しようとするときは、速やかに中止承認申請書(別記第4号様式)

を市長に提出しなければならない。  

(設置完了報告書の提出）  

第9条 補助事業者は、発電システムの設置又は発電システムの設置された住宅の引き渡しを

完了したときは、国に実績報告書を提出し、補助金交付額確定通知書の交付を受けるもの

とする。  

2 補助事業者は、前項の補助金交付額確定通知書の交付を受けたときは、速やかに設置完了

報告書（別記様式第5号）に別表第3に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(補助金の額の確定等）  

第10条 市長は、補助事業者の設置完了報告書を受理したときはその内容を審査し、10日以内

に交付すべき補助金の額を確定するものとする。  

2 市長は、前項の補助金の額を確定したときは、補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)

により補助事業者に通知するものとする。  

(補助金の支払い)  

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金交付請求書(別記第7号様式)により補助

金の支払いを請求するものとする。  

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに請求者に対して支払いを行うも

のとする。  

(交付決定の取消し等)  

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付、決定等に関しては、北広島市補助金等

交付規則(昭和61年広島町規則第10号)の規定するところによる。  

(報告)  

第13条 補助事業者は、第2条第1項第2号アに該当する者にあっては発電システムの設置後に、

同号イに該当する者にあっては住宅の購入後に当該発電システムの稼働状況について、速

やかに、報告書（別記第8号様式）を市長に提出しなければならない。  

(委任)  

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。  

 

別表第1 補助対象経費となる項目  

(1) 太陽電池モジュール  

(2) 架台  

(3) インバータ  

(4) 保護装置  

(5) 接続箱  

(6) 直流側開閉器  

(7) 交流側開閉器  

(8) 配線・配線器具の購入・据付  
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(9) 発生電力量計  

(10) 余剰電力販売用電力量計  

(11) 設置工事に関する費用  

 

別表第2 補助金交付申請への添付書類  

(1) 国の補助金交付決定通知書の写し  

(2) 国への補助申請書の写し  

(3) 発電システム設置に関する工事請負契約書又は売買契約書の写し（原則として、工事請

負契約にあっては工事着工予定日並びに工事完了予定日が、売買契約書にあっては建売住

宅引渡し予定日が明記されていること。）  

(4) 発電システム設置前の現況カラー写真（住宅を購入する場合を除く。）  

(5) 発電システムを設置する住宅の位置図  

(6) 補助事業者の市町村税納税証明書  

(7) 補助事業者の住民票（発行後3か月以内のもの）  

(8) 住宅を借りている者にあっては、建物所有者の承諾書及び当該所有者が建物を所有して

いることを証明する書類  

(9) システム販売業者等に申請手続等を依頼する場合は委任状  

(10) その他市長が必要と認める書類  

別表第3 設置完了報告書への添付書類  

(1) 国の補助金交付額確定通知書の写し  

(2) 国への実績報告書の写し  

(3) 補助事業者本人の住民票（申請時において北広島市民でなかった場合）  

(4) 発電システムの設置状態を示す写真及び対象システムが設置された住宅全体のカラー写

真  

(5) 発電システムの設置に係る領収証の写し（内訳書添付）  

(6) 電力受給契約書の写し 
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○北広島市土木工事補助条例 

昭和 55 年 3 月 31 日 

条例第 11 号 

広島町土木工事補助条例(昭和 37 年広島村条例第 13 号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、市内の土木施設の整備を図り、住民生活の向上に寄与する目的で、共

同で土木工事を施行する者(以下「共同者」という。)に対し、補助金を交付するため必要

な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 共同者 複数の世帯の間に共通の協力関係があり、土木工事を行う者をいう。 

(2) 土木工事 市の管理する以外の道路若しくは橋梁又は個人の生活に起因する汚水施設

の整備に関する工事をいう。 

(補助の対象) 

第 3 条 補助の対象は、比較的公共性を有するものであって、かつ、前条第 2 号に定める工

事(当該工事に要する経費が 5 万円未満のものは除く。)とする。ただし、当該工事が都市

計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に基づく開発行為にかかわる事業及び土地区画整理法(昭

和 29 年法律第 119 号)に基づく土地区画整理事業として施行される事業を除く。 

(補助する額) 

第 4 条 補助する額は、毎年度予算の範囲内で市長が補助対象経費として認めた金額に 3 分

の 2を乗じて得た額とする。 

(補助金の交付申請) 

第 5 条 この条例に基づき補助金の交付を受けようとする共同者は、代表者(以下「申請人」

という。)を定めて、土木工事補助金交付申請書(別記第 1号様式)を毎年市長が定める日ま

でに提出しなければならない。 

(補助金交付の決定) 

第 6 条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請内容その他必要な事項

を審査し、補助の可否を決定する。 

2 市長は、前項の規定により、補助することが適当であると決定したときは、北広島市土木

工事補助金交付決定通知書(別記第 2号様式)により通知するものとする。 

3 市長は、補助金を交付するにあたり、当該土木工事について条件を付することができる。 

(土木工事の着手及び竣工) 

第 7 条 申請人は、当該土木工事に着手したとき及び竣工したときは、速やかに、その旨を

市長に届け出なければならない。 

(工事の検定及び補助金の交付) 

第 8 条 市長は、前条の竣工届の提出があったときは、当該土木工事の検定を行うものとす

る。 

2 市長は、当該土木工事の検定を終了した後、申請人からの請求に基づき、補助金を交付す

るものとする。 

(工事の変更若しくは中止又は補助金交付の取消し) 

第 9 条 市長は、申請人が次の一に該当する場合は、工事の変更若しくは中止を命じ、又は

補助金の交付を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ず
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ることができる。 

(1) 第 3 条に定める補助対象工事に該当しなくなったとき。 

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(3) 期限内に工事を完了しなかったとき。 

(4) 工事の施工が不適当と認められるとき。 

(5) その他不正の行為があったとき。 

(委任) 

第 10 条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この条例は、昭和 55 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成元年条例第 12 号) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 この条例の施行の際現に交付されているこの条例による改正前の様式による許可証は、こ

の条例による改正後の様式による許可証とみなす。 

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の条例に基づいて作成した用紙は、なお当

分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則(平成 9年条例第 21 号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 10 年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。 
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○北広島市老人クラブ連合会補助金等交付要領 

平成23年4月1日 

（目的） 

第1条 この要領は、北広島市老人クラブ連合会（以下「連合会」という。）が行う事業に要

する経費について、市がその一部を補助することにより、明るい長寿社会の実現と高齢者

保健福祉の増進を図ることを目的とする。 

 ｛補助対象〕 

第2条 補助金は，連合会が次に掲げる事業を行うために要する経費のうち、市長が必要と認

めたものを対象とする。 

（1）単位老人クラブに対する助成費 

（2）連合会の事務費 

（3）連合会が主催する事業に要する経費 

（4）前各号に掲げるもののほか，連合会が行う事業として市長が必要かつ適当と認めるもの 

（補助対象経費） 

第3条 補助の対象となる経費は、別表の左欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の右

欄に定める経費とする。 

（補助金の額） 

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定めた額とする。 

（補助金の交付申請及び決定等） 

第5条 補助金の交付、決定等に関しては、北広島市補助金等交付規則〔昭和61年広島町規則

第10号）の規定するところによる。 

（補助金の返還） 

第6条 市長は、連合会が偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたときは、その

全部又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が別に定める。 

 

この要領は，平成23年4月1日から施行する。 

 

別表（第3条関係） 

 

対象事業 対象経費 

単位老人クラブ助成 単位老人クラブへの助成金 

連合会の事務費 北海道老人クラブ連合会の加盟及び連合会事務局運営に

係る経費 

連合会が主催する事業 連合会が行う健康づくり・介護予防支援幕ﾆ、地域支えあ

い事業、若手高齢者組織化・活動支援事業に係る経費 
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○北広島市老人クラブ備品貸与要綱 

平成 11 年 5 月 31 日 

市長決裁 

(目的) 

第 1 条 この要綱は、老人クラブの設立に伴いその運営に必要な備品を貸与することにより、

老人クラブの活動の充実を図り、もって高齢者の社会参加及び生きがい促進に資すること

を目的とする。 

(貸与の対象) 

第 2 条 貸与の対象となる老人クラブは、新たに設立した老人クラブで、「老人クラブ活動等

事業の実施について(平成 13 年 10 月 1 日老発第 390 号厚生労働省老健局長通知)」に定め

る老人クラブ等事業運営要綱に添って活動を行う老人クラブとする。 

2 前項の規定にかかわらず、既存の老人クラブが 2以上に分離した場合において、分離前に

使用していた備品を引き続き使用するときは、貸与の対象としない。 

(対象備品) 

第 3 条 貸与の対象となる備品は、老人クラブの活動に必要と認められる備品で、北海道が

定める地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱の高齢者・障害者社会参加生

きがい促進整備事業交付基本額の金額相当を限度とする。 

(貸与の申請) 

第 4 条 必要な備品の貸与を受けようとする老人クラブの代表者(以下「申請者」という。)

は、老人クラブ備品貸与申請書(別記第 1 号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申

請しなければならない。 

(1) 老人クラブ規約 

(2) 老人クラブ会員名簿 

(貸与の決定) 

第 5 条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請内容を審査し、貸与の可否

を決定するものとする。 

2 市長は、前項の決定をする場合において、貸与の目的を達成するため必要な条件を付する

ことができる。 

3 市長は、第 1 項の規定により貸与を決定したときは、老人クラブ備品貸与決定通知書(別

記第 2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。 

(貸与の実施) 

第 6 条 市長は、貸与を決定した者(以下「被貸与者」という。)との間に老人クラブ備品貸

与契約書(別記第 3号様式)による貸与の契約を締結するものとする。 

2 備品の貸与は、無償とする。この場合において、備品の維持管理に要する費用は、被貸与

者が負担するものとする。 

3 備品の貸与期間は、貸与契約締結の日から 5 年間とする。ただし、この期間は、更新でき

るものとする。 

(備品の管理) 

第 7 条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与された備品を管理するものとする。 

2 被貸与者は、貸与された備品を貸与の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は

担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。 

3 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告しなければなら

ない。 
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(1) 貸与された備品をき損し、又は滅失したとき。 

(2) 貸与された備品を必要としなくなったとき。 

(3) 組織を統廃合したとき。 

(損害賠償) 

第 8 条 被貸与者は、貸与された備品をき損し、又は滅失したときは、市長がやむを得ない

事由があると認める場合を除き、その損害を賠償しなければならない。 

(決定の取消し) 

第 9 条 市長は、被貸与者が貸与の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、貸

与の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(備品の返還) 

第 10 条 市長は、貸与の決定を取り消したときは、貸与した備品を返還させることができる。 

(貸与台帳) 

第 11 条 市長は、貸与の状況を明確にするため、老人クラブ備品貸与台帳(別記第 4号様式)

を備えて置くものとする。 

(委任) 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成 11 年 6 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 16 年 3 月 30 日) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 22 年 11 月 25 日) 

この要綱は、平成 22 年 11 月 25 日から施行する。 
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○北広島市交通安全運動推進委員会交付金交付要領 

 

平成 21 年 6 月 29 日市民部長決裁 

平成 22 年 3 月 24 日一部改正 

平成 23 年 4 月 1日一部改正 

 （趣旨） 

第 1 この要領は、北広島市補助金等交付規則（昭和 61 年広島町規則第 10 号）に定めるも

ののほか、北広島市交通安全運動推進委員会（以下「推進委員会」という。）に対して交付

する交付金に関し必要な事項を定めるものとする。 

（申請） 

第 2 交付金の申請は、交付金交付申請書のほか、次の書類を添付し、提出するものとする。 

（1）事業計画書 

（2）収支予算書 

（3）その他必要な書類 

（交付の決定及び通知等） 

第 3 前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、予算の範囲内にお

いて交付の決定をし、速やかに通知するものとする。なお、事業等の遂行上必要と認めた

ときは、概算払いをすることができる。 

 （交付対象事業） 

第 4 推進委員会に対する交付金の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、次

の各号に掲げる事業とする。 

（1）交通安全教室に関する事業 

(2) 広報啓発に関する事業 

(3) 交通安全活動団体の育成に関する事業 

(4) 街頭啓発に関する事業 

(5) その他交通安全運動の推進に関する事業 

 （交付対象経費） 

第 5 交付対象経費は、別表に掲げる交付対象事業に直接要する経費で次に掲げるもの以外

の経費とする。 

（1）団体の構成員に対する人件費 

（2）団体の構成員による会合等の飲食経費(会議等の茶菓、弁当、及び事業実施に必要な経

費を除く)及び交際費 

（3）その他社会通念上公費で賄うことがふさわしくないと考えられる経費 

 （決定の取消し等） 

第 6 交付金の交付決定後、その後の事情の変更により特別な事由が生じたときには、交付

金の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができるものとし、当

該取消し等に係る部分に関し、返還を命ずるものとする。 

 （実績報告） 

第 7 交付金の交付を受けた日の属する年度が終了したときは、指定する期日までに、次の

書類を添付し、実績報告書を提出しなければならない。 

（1）事業実績報告 

（2）収支決算書 

（3）その他必要な書類 
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（交付金の額） 

第 8 交付金の額は、交付対象経費の額の範囲内において、毎年度市長が定める額とする。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 21 年 6 月 29 日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 

別表（第 5関係）交付対象経費 

項  目 内     容 

報償費 講師謝礼、協力者謝礼等 

需用費 印刷製本費、事業実施に必要な消耗品費等 

団体育成費 地区交通安全協会等への助成 

備品購入費 事業実施に必要な備品 

旅費 交通費及び宿泊費 

役務費 郵便料、宅配便料、広報発送手数料、振込み手数料 

負担金 
北海道交通安全推進委員会負担金、北海道交通安全指導員連絡協議

会負担金 

修繕料 事業実施に必要な教材・機材等の修繕費用 

保険料 事業実施に必要な傷害保険、損害保険等 

使用料及び賃借料 バス借上げ、施設利用料、施設入館料等 

原材料費 事業に直接要する原材料費 
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○北広島市自治会等交付金交付要綱 

平成 10 年 3 月 25 日 

市長決裁 

北広島市自治会交付金交付要綱(昭和 48 年 3 月 16 日町長決裁)の全部を改正する。 

(目的) 

第 1 条 この要綱は、地域住民の福祉の増進及び市政の進展のため、自主的な総意により結

成された自治会及び連合自治会(以下これらを「自治会等」という。)に対する交付金の交

付について、別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 自治会 地域住民相互の連絡、環境の整備等良好な地域社会の維持及び形成に資する地

域的な共同活動を行うことを目的として結成された自治会及び町内会のうち、原則として

20 世帯以上をもって組織されているものをいう。 

(2) 連合自治会 各地区における自治会間の連絡調整等を行う自治会の統括組織をいう。 

(3) 共同福利事業 自治会等が行う保健衛生、福祉、防犯、防火、環境整備、青少年育成、

交通安全、文化活動、連絡調整その他地域発展のための事業をいう。 

(4) 市政協力業務 市の機関が行う各種調査、通知等の配布、周知、協力、連絡調整等をい

う。 

(5) 世帯 住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)第 6条の世帯をいう。ただし、学生等を

寄宿させている寄宿舎その他これに類する施設に居住する者は、その寄宿舎等を 1世帯と

みなす。 

(交付対象) 

第 3 条 この要綱に定める交付金の交付対象は、次の各号に掲げる業務を行う自治会等とす

る。 

(1) 共同福利事業 

(2) 市政協力業務 

(交付金の種類、額等) 

第 4 条 自治会に交付する交付金は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 設立交付金 

(2) 運営交付金 

2 設立交付金は、自治会が設立されたときに事務費として 1万円を交付する。 

3 運営交付金は、400 円(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和 49

年総理府令第 43 号)第 1 条第 1 項で定める方法で算定した値(加重等価継続感覚騒音基準

値)が 80 以上となる区域の自治会にあっては、600 円)に、自治会を構成する世帯数を乗じ

て得た額を交付する。 

4 連合自治会に交付する交付金は、連合自治会交付金とし、その額は、100 円に当該連合自

治会を構成している世帯数を乗じて得た額とする。 

5 前2項に規定する交付金は、4月に当該年の1月1日現在の世帯数に応じた概算で交付し、

12 月に 12 月 1 日現在の世帯数に応じ精算する。ただし、精算時に概算時より交付金が少

なくなることとなった場合の交付金は、返還を要しない。 
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6 年の途中において結成された自治会等に対する第 3 項及び第 4 項の交付金は、同項の規定

により算定した額を 12 で除し結成された日の属する月から起算して 12 月までの月数で乗

じて得た額(その額に 10 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 

(収支決算書の提出) 

第 5 条 交付金の交付を受けた自治会等は、当該自治会等の事業年度終了後 1月以内に収支

決算書を提出するものとする。 

(交付の取消等) 

第 6 条 市長は、自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の一部又は全部

の返還を命ずることができる。 

(1) 前条に規定する収支決算書を提出しなかったとき。 

(2) 交付金交付の条件に違反したとき。 

(交付金の交付) 

第 7 条 交付金の交付、決定等に関しては、北広島市補助金等交付規則(昭和 61 年広島町規

則第 10 号)の規定するところによる。 

(委任) 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民環境部長が別に定める。 

附 則 

1 この要綱は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の北広島市自治会交付金交付要綱(以下

「旧要綱」という。)の規定により自治会とされているものについては、この要綱(以下「新

要綱」という。)の規定による自治会とみなす。 

3 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により交付された交付金は、新要綱の規定により交

付された交付金とみなす。 

附 則(平成 12 年 3 月 24 日) 

この要綱は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 18 年 3 月 30 日) 

この要綱は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 22 年 3 月 31 日) 

この要綱は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 
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○北広島市自治会等交付金取り扱い要領 

平成２２年３月２４日決裁 

第１ 趣旨 

この要領は、北広島市自治会等交付金交付要綱(平成 10 年 3 月 25 日市長決裁)に定める

もののほか、自治会及び連合自治会(以下「自治会等」という。)に対して交付する交付金

の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 交付対象経費 

  自治会等に対する交付金は、地域住民の福祉の増進及び市政の進展に向けて、自主的な

総意により結成された自治会等の円滑な運営を支援していくことを目的としていることか

ら、自治会等の運営に必要とされる経費に充てられなければならない。したがって、運営

に直接結びつかない経費や、社会通念上交付金で賄うことがふさわしくないと考えられる

経費については、交付金の交付対象とならないものである。交付の対象とならない経費は、

概ね次のとおりとする。 

 （1）慶弔費(香典及び祝い金等) 

 （2）寄付金、及び募金の類 

 （3）飲食経費。ただし、会議等の茶菓、弁当、及び事業実施に必要な経費を除く 

 （4）その他社会通念上、交付金で賄うことがふさわしくない経費 

  

第３ 交付の申請 

  自治会等交付金交付要綱第４条に基づく交付金の申請は、別記の様式に次の書類を添付

のうえ行うものとする。なお、総会議案書に必要な添付書類が含まれている場合は、これ

に代えることができる。 

 （1）自治会等規約 

 （2）事業計画書 

 （3）収支予算書 

 （4）役員名簿 

 （5）その他必要と認める書類 

 

第４ 交付の決定 

  当該申請に基づき交付の決定をしたときは、速やかに決定の通知を行うものとする。 

第５ 実績報告 

  自治会等交付金交付要綱第５条に基づく収支決算書の提出は、総会議案書の提出により

実績報告に代えることができる。 

 

第６ 審査と助言 

  自治会等に対する交付金等の対象経費の審査は、自治会等における総会等の承認を経た

収支決算書に基づき行う。なお、経費の内容が不明の場合は、聞き取りのほか必要な書類

の提示、若しくは提出を求め、必要な助言を行うことができる。 

 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、この要領の施行前に行われた決定、

及び通知等については、なお従前の例によるものとする。 
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様式 1 自治会等交付金交付申請書(設立交付金) 

様式 2 自治会等交付金交付申請書(運営交付金) 

様式 3 自治会等交付金決定通知書 

様式 4 自治会等交付金清算払申請書 

様式 5 自治会等交付金実績報告書 

 

  



21 

 

○北広島市社会福祉法人の助成に関する条例 

平成 10 年 3 月 24 日 

条例第 3 号 

北広島市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和 59年広島町条例第 13号)の全部を改正す

る。 

(趣旨) 

第 1 条 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号。以下「法」という。)第 58 条第 1 項の規定に基

づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。 

(助成) 

第 2 条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において

助成を行うことができる。 

2 社会福祉法人に対する市有財産の貸付等に関しては、財産の交換、譲与、無償貸付等に関

する条例(昭和 48 年広島町条例第 21 号)の定めるところによる。 

(助成の対象) 

第 3 条 助成を受けることができる社会福祉法人は、市内において法第 2 条の規定に基づく

事業を行う社会福祉法人でなければならない。 

(申請等) 

第 4 条 社会福祉法人が、第 2 条の助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げ

る書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 理由書 

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書 

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成

の程度を記載した書類 

(4) 財産目録及び貸借対照表 

(5) 前各号のほか市長が必要と認める書類 

2 助成を受けた社会福祉法人は、前項の規定により提出した申請書又は添付書類の記載事項

に変更を生じたときは、その変更を生じた日から 10 日以内にその旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

(委任) 

第 5 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

1 この条例は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北広島市社会福祉法人の助成に関する

条例の規定により交付された補助金等は、この条例の規定により交付された補助金等とみ

なす。 

附 則(平成 12 年条例第 40 号)抄 

この条例は、平成 12 年 6 月 7 日から施行する。 
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○北広島市社会福祉施設運営費補助要綱 

平成 10 年 3 月 25 日 

市長決裁 

(趣旨) 

第 1 条 この要綱は、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号。以下「法」という。)に基づく社

会福祉事業を行うため本市に設置された社会福祉施設の運営に係る補助金の交付に関し、

別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 社会福祉法人 法第 22 条に規定する社会福祉法人をいう。 

(2) 社会福祉協議会 法第 109 条第 1項に規定する市町村社会福祉協議会をいう。 

(3) 学校法人 私立学校法(昭和 24 年法律第 270 号)第 3条に規定する学校法人をいう。 

(4) 会社 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条に規定する会社をいう。 

(5) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)第 2 条第 2 項に規

定する特定非営利活動法人をいう。 

(補助対象者) 

第 3 条 この要綱による補助を受けることができる者は、次に掲げる法人とする。 

(1) 法第 2 条第 2 項第 3 号の 2 に規定する障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和 35 年法

律第 37 号)にいう知的障害者のうち 18 歳以上である者に対し障害者自立支援法(平成 17

年法律第 123 号)第 5 条第 6 項に規定する生活介護及び同条第 13 項に規定する自立訓練を

行うものに限る。)を経営する社会福祉法人 

(2) 法第 2 条第 2 項第 5 号に規定する知的障害者援護施設のうち障害者自立支援法附則第

52 条の規定による改正前の知的障害者福祉法第 21 条の 6 に規定する知的障害者更生施設

を経営する社会福祉法人 

(3) 法第 2 条第 3 項第 2 号に規定する保育所を経営する社会福祉法人又は学校法人 

(4) 法第 2条第 3項第 13 号に規定する事業を行う社会福祉協議会 

(5) 法第2条第3項第4号に規定する小規模多機能型居宅介護事業若しくは認知症対応型老

人共同生活援助事業を行う会社又は特定非営利活動法人 

(補助対象費用) 

第 4 条 補助の対象となる費用は、次に掲げる費用とする。 

(1) 前条第 1号又は第 2号に掲げる施設のうち、通所部門に係る運営費 

(2) 保育所の運営費 

(3) 社会福祉協議会の運営費 

(4) 公的介護施設の開設準備に係る経費 

(5) 認可保育所の開設準備に係る経費 

(補助金の額) 

第 5 条 補助金の額は、前条に規定する費用の範囲内で市長が定める。 

(補助金の交付) 

第 6 条 補助金の交付、決定等に関しては、北広島市補助金等交付規則(昭和 61 年広島町規

則第 10 号)の規定するところによる。 

(委任) 

第 7 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が別に定める。 
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附 則 

この要綱は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 11 年 3 月 24 日) 

この要綱は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 12 年 6 月 7日) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 18 年 3 月 31 日) 

この要綱は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 3 条第 1 号の改正及び同号から第

3 号までを 1 号づつ繰下げ、同条に第 1 号を追加する改正並びに第 4 条第 1 号の改正は、

平成 18 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 22 年 3 月 19 日) 

この要綱は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 22 年 11 月 29 日) 

この要綱は、平成 23 年 1 月 1 日から施行する。 
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○北広島市体育協会補助金交付要綱 

平成 23 年 3 月 28 日 

教育長決裁 

 （目的） 

第１条 この要綱は、特定非営利活動法人北広島市体育協会（以下「体育協会」という。）が

実施する事業及び活動に補助金を交付することにより、北広島市のスポーツの普及・振興

を図るとともに、市民の健康・体力づくりを推進することを目的とする。  

 （補助対象者） 

第２条 補助対象者は、体育協会とする。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、体育協会が実施する事業及び活動とする。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、別表に掲げる経費とする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、教育委員会が別に定める。 

 （補助金の交付等） 

第６条 補助金の交付、決定等に関しては、北広島市補助金等交付規則（昭和 61 年広島町規

則第 10 号。以下「規則」という。）の規定を準用する。この場合に 

  おいて、規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 

  別表（第４条関係）補助対象経費 

項     目 内          容 

給与費 非常勤職員報酬・手当、共済費等 

助成金 スポーツ関係団体助成金 

報償費 講師謝礼、運営協力謝礼等 

旅費 事業実施に伴う交通費・宿泊費、研修費用 

消耗品費 事業実施に必要な消耗品 

印刷製本費 業者に発注する印刷製本費 

燃料費 事業実施に必要な燃料費 

通信運搬費 郵便料、宅配便等 

手数料 振込手数料、ごみ処理手数料等 

保険料 傷害保険料、損害賠償保険料等 

使用料及び賃借料 施設利用料、バス借上げ料等 

原材料費 事業に直接要する原材料費 

その他 教育委員会が特に必要と認めたもの 

 

 

 


